
初めてのオンライン出展でも安心のサポート体制！

10月15日（火）～11月29日（金）

充実した情報発信・交流の機会利用期間

充実した情報発信・交流の機会出展者ブースイメージ

オンライン機能の概要 出展規定

出展者の声

オンライン展示
対策講座

オンライン展示
活用のための
個別相談会

ブース入力を
サポートする

マニュアルを公開

1出展の申込みと契約の成立
①出展者は、「メッセナゴヤ」（以下、「本展示会」といいます。）への出
展を希望する場合には、メッセナゴヤ公式ホームページ上の出展
申込みフォームに必要事項を入力の上、メッセナゴヤ実行委員会
（以下、「主催者」といいます。）に対し、下記期日までに申込みをな
すものとします。この申込みは、リアル展示会（オンラインアカウ
ントを含む）への出展の申込みとします。

  ▶出展申込み開始日：2024年4月18日（木）10：00
  ▶出展申込み締切日：2024年5月31日（金）17：00
　　 但し、募集予定小間数に達し次第、受付終了します。
②出展者と主催者の出展契約は、主催者が、出展申込みを承認し、
出展承認メールを出展者に送信した時点で成立するものとしま
す。出展者は、契約成立後、出展分野等の変更をすることは一切
できないものとします。
③主催者は、出展申込み小間数が会場収容力を超えたと判断した
場合は、出展者の出展申込みを承諾しないことができます。
④主催者は、出展者の出展申込みに著しい瑕疵がある場合や、出展
内容が本展示会の開催趣旨にそぐわないと判断した場合等には、
出展者からの出展申込みに対して承諾しないことができ、これに
より生ずる損害等に対し、一切の責任を負わないものとします。
⑤主催者が出展者の選択した出展分野が出展内容にそぐわないと
判断した場合には、主催者は、出展者に対して、出展分野の変更を
要請することができるものとします。この場合、出展者が主催者
の要請に従わない場合には、主催者は出展者の出展申込みを承
諾しないことができます。なお、出展承諾後の出展者による出展
分野の変更はできないものとします。
⑥主催者は、出展者の出展申込みが出展物の押し売り販売や過剰
な値引き、不当な価格表示等、ビジネス交流展示会としての本来
の目的から逸脱する目的（行為）によるものと判断した場合、出展
者からの出展申込みを承諾しないものとします。

2出展契約成立後の出展者からの出展取消し
　または小間数の削減
出展契約成立後の出展者からの出展の取消しまたは小間数の削
減は、出展者が書面により主催者へ通知し、主催者において
これを了承しない限り認めないものとします。主催者が出展者の
出展の取消しまたは小間数の削減を了承した場合には、出展者は
下記の通りのキャンセル料を支払うものとします。

　【キャンセル料】
　▶2024年6月1日（土）から30日（日）まで：出展料金の50％
　▶2024年7月1日（月）以降：出展料金の100％　

3出展契約の解除
①主催者は、出展者が次のいずれかに該当するときは、事前に催告
の上、出展契約を解除することができるものとします。

ア 出展料の全部または一部を支払わないとき。
イ そのほか主催者が定める本出展規定（以下、「本規定」といいま
す。）および出展者説明会でお渡しする「出展の手引き」（以下、
「手引き」といい、本規定と手引きを併せて「本規定等」といいま
す。）に反することをなしたとき。

②主催者は、出展者が次のいずれかに該当するときは、催告または
通知することなく出展契約を解除することができるものとします。

ア 手形または小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた
とき。

イ 仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社
更生、その他これに類する申立てがあったとき。

ウ 暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的勢
力であると判明したとき、またはこれらの反社会的勢力を利用し
ていることが判明したとき。

エ 出展者が自らまたは第三者を利用して、理由の如何に関わらず、
長時間の電話または同様の過度な行為による時間的拘束、不当
な義務の強要、威嚇、脅迫をもって、主催者および主催者が指定
する各協力会社（以下、「協力会社」といいます。）、他の出展者等
の業務を妨害したとき。

③前２条により出展契約を解除された場合、主催者は納入された出
展料金を出展者に返還しないものとします。

4共同出展の取扱い
①出展者が共同出展を申込む場合（以下、この出展者を「共同出展
者」といいます。）、共同出展者は、取りまとめ窓口となる代表企業・
団体の出展申込担当者（以下、「共同出展代表者」といいます。）を
設定するものとし、共同出展代表者を設定しない場合は、主催者
は、当該出展者を共同出展者として取り扱わないものとします。
②共同出展代表者は、下記の事項を厳守するものとします。
ア 出展する全ての出展者名および出展内容を原則として２０２４年５
月３１日までに必ず主催者へ通知するものとし、会期中、共同出展
代表者を含め、通知された出展者の従業員等は小間内に常駐す
るものとします。

イ 主催者および協力会社は、出展に係る連絡事項、各種申請受付
等、諸対応については、誤対応防止の為に、共同出展代表者のみ
と当該連絡を行うものとします。共同出展者への連絡は共同出
展代表者の責任において行うものとし、主催者は、一切の責任を
負わないものとします。

③共同出展者が出展契約成立後に共同出展者数の削減を行う場合
は、出展者が書面により主催者へ通知し、主催者においてこれを
了承しない限り認めないものとします。この場合の共同出展者が
支払うキャンセル料は第２条のとおりとします。

5出展料金等の納付
①出展者は、出展契約が成立した後、主催者へ別掲の出展料金を支
払うものとします。この場合、主催者は、出展者へ出展料金に関
し、請求書を送付するものとし、出展者は、主催者指定の下記銀行

口座へ下記支払期限までに振り込む方法により支払うものとしま
す。振込手数料は、出展者の負担とします。

  支払期限　  ２０２４年８月３０日（金） 
  振込口座　  三菱ＵＦＪ銀行　鶴舞支店（店番号２６７）
　　　　　　 口座番号：普通預金　３６３１７００
　　　　　　 口 座 名：メッセナゴヤ実行委員会

②出展者が別掲の出展料金のうち名古屋商工会議所会員に適用さ
れる出展料金の支払いを希望する場合、主催者は、当該出展者が
２０２４年６月末日までに名古屋商工会議所へ入会申込書を提出し
た者であることを確認した場合に限りこれを適用するものとしま
す。

6小間位置の決定
①主催者は、出展契約の成立後、出展者の出展分野、出展規模・小
間数、業種、出展物の種別、小間形状、会場の構成等を総合的に
勘案した上で、会場全体の基本構成やレイアウト、小間位置を決
定し、それを出展者に通知するものとし、出展者は、主催者からの
小間位置の指定に従うものとします。

②主催者は、入場者整理の都合、展示効果向上等のため、小間位置
を変更する場合があり、出展者はこれに従うものとします。この場
合、出展者は、小間位置もしくはその変更に対する異議申立てま
たは賠償責任等の請求を主催者に対してすることはできないも
のとします。

③主催者は、小間位置の決定後、所轄の消防署もしくは保健所から
の指導、または出展者の出展取り消し等突発的事由があった場
合、出展者の承認を得ないで小間位置等を変更することができる
ものとし、出展者はこれに従うものとします。

7小間の転貸等の禁止
出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を有償または無
償に関わらず第三者に譲渡または貸与しないものとし、また、出
展者同士での交換もしないものとします。ただし、共同出展者内
においてはこれを除くものとします。

8入国手続きと外国貨物の取扱
①出展者が本出展のため日本国内への入国手続きを必要とする場
合、出展者は自己の責任においてその手続きを行うものとし、そ
の手続きならびに経費に対して、主催者は、一切の責任を負わな
いものとします。また、主催者は、出展者のビザ（査証）の発行に必
要な招聘保証書等の書類は発行しないものとします。

②主催者は、出展物の保税展示のため会場の保税許可申請を行わ
ないものとし、外国貨物のまま出展する場合の手続きは、すべて
出展者が行うものとします。

9会場内等の行為の制限
　（出展にあたっての注意・約束事項）
①出展者は、主催者により指定された小間のみで、展示及び宣伝を
なすものとし、通路、休憩所、本展示会場外等の自らの出展ス
ペース以外の場所で展示・宣伝を行わないものとします。

②出展者は、主催者により指定された小間内で出展物の実演等を
することができますが、来場者や他の出展者に迷惑を与える恐れ
のある、音、光、熱、臭気を伴うものまたは危険と認められるもの
を用いて実演等をすることはできないものとします。
③主催者は、出展者の前項の実演等について中止するよう求めるこ
とができるものとし、この場合、出展者はこれに従い当該実演等
を中止するものとします。
④出展者は、実演等のために出展小間近くの通路が混雑することが
ないように責任を持つものとします。
⑤出展者は、出展物の押し売り販売や過剰な値引き、不当な価格表
示、主催者や他の出展者の信用を損なう行為等、ビジネス交流展
示会としての本来の目的から逸脱する目的（行為）の出展をする
ことはできないものとします。
⑥出展者は、本規定等を順守するものとし、出展者が、本規定等を
順守せず、主催者の申し入れに従わない場合、主催者は、第３条に
より出展契約を解除することができるものとし、この場合、主催者
は、納入された出展料金を出展者に返還しないものとします。

10オンライン出展にあたっての注意・約束事項
①出展者は、出展にあたり必要な設備・環境（ハードウェア、ソフト
ウェア、通信環境等）、出展コンテンツの制作等出展にかかる費用
を全て自ら負担するものとします。
②出展者は、第三者の権利（知的財産権、肖像権等）を侵害し、また
は侵害する恐れのあるコンテンツの掲載、行為をすることはでき
ないものとします。また、出展者は、音楽や映像ソフト等を利用し
たコンテンツを作成する場合は、関係各所から利用許諾を自ら得
るものとします。
③各出展者が展示ブースに掲載したコンテンツの著作権等は当該
出展者に帰属し、出展者は、主催者が当該コンテンツを自由に利
用することを承諾するものとします。

11出展物の搬入・搬出と装飾の施工・撤去
　▶搬入・施工：２０２４年１０月２８日（月）・２９日（火）
　▶搬出・撤去：２０２４年１１月１日（金）［閉会後]

①出展者は、２０２４年１０月２８日（月）・２９日（火）に出展に必要な搬
入及び施工をするものとします。

②出展者は、本展示会の閉会後、小間からの退去に必要な出展物等
の搬出及び撤去を２０２４年１１月１日（金）に行うものとします。

③出展者は、前項の搬出及び撤去の際、割り当てられた出展小間を
原状に回復して主催者に返還するものとします。出展者が原状回
復を行わない場合、主催者において原状回復を行い、その費用は
出展者が負担するものとします。

④出展者が残置した物品がある場合は、出展者はこの物品の所有
権を放棄し、主催者は任意にこれを処分することができるものと
します。その際の処分費用は出展者が負担するものとします。

12管理保全
①主催者は、本展示会の管理者として会場全般の管理・運営をなす
ものとしますが、各出展物および貴重品等の盗難、紛失、損傷、火
災または、その他天災地変等を原因とする出展物の損害に対して
一切の責任を負わないものとします。

②出展者は、各出展物および貴重品等の管理を自らの責任をもって
行うものとし、その管理に関する費用を負担するものとします。

13小間内対応
①出展者およびその代理人は、会期中主催者が指定する出展者
カードを着用し、必ず小間内に常駐し、会期最終日の終了時刻ま
で来場者の対応および出展物の管理にあたるものとします。
②出展者は、会期中、終了時刻前に搬出ないし撤去作業をしないも
のとします。

14商取引
開催期間中に出展者、来場者およびその他の間で発生する商取
引に係る責任は当事者間に帰するものであり、主催者はこれに関
与しないものとします。

15損害賠償
①出展者およびその代理人が他の出展者の小間、主催者の運営設
備または展示会場の設備、人身等に損害を与えた場合、当該補修
または賠償は出展者の責任において行うものとし、主催者は責任
を負わないものとします。
②出展者は、出展物の輸送・展示中の保護および盗難等に関し、必
要に応じて保険をかける等適切な対策を行うものとします。

16消防・安全
出展者は、会場に適用される消防および安全・衛生にかかわる日
本国内の法令および規則等を厳守するものとします。

17展示会の中止・延期
①主催者は、天災等の不可抗力（戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火
災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天
候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国
または地方公共団体の行為または規制など、主催者のコントロー
ルの及ばないあらゆる原因をいいます。）により、展示会開催が困
難と判断した場合、展示会開催を中止することがあります。この場
合、主催者は、出展者に対し、出展料金について下記の割合で返
金します（但し、本展示会の準備・開催のために主催者に生じた費
用を除いた残金を返金します。）が、出展者が出展に要した費用の
賠償および中止によって生じた損害の賠償はいたしません。

　【中止による既納出展料金の返金割合】
　▶２０２４年８月末まで：100％
　▶２０２４年９月末まで：50％程度
　▶２０２４年１０月１日以降：0％
②主催者は、前項の理由により展示会開催を延期することがありま
す。この場合、主催者は、出展者に対し、既納出展料金の返金は行
わないものとします。

18法的保護等
本展示会におけるアイデアの模倣および商談等に関するトラブ
ルについて、主催者は一切の責任を負わないものとします。特許、
特別なノウハウ等についての知的財産権の保護は出展者の責任
において対応するものとします。

19個人情報の取扱
①主催者は、協力会社から出展手続きに関する各種事務連絡を求
められた場合及び各種請求業務等、出展者の便宜を図るため必
要な場合、出展者の情報を協力会社に開示する場合があり、出展
者はこれを了承するものとします。

②出展者は、展示等を通して「個人情報」を取得する場合、個人情報
保護法、その他法令及び規則等を順守し、適法かつ適切な取得を
行うものとします。その際は、利用目的を必ず公表または本人に
通知し、その範囲内で活用するものとします。なお、出展者が取得
した個人情報を第三者に対して提供する場合は、必ず「個人情報」
の情報主体（提供元）から同意を取得するものとします。

20法令および規則等の順守
出展者またはその代理人は、法令および規則等を出展契約の一
部とし、これを順守するものとします。また、出展に係る設営・撤去
業者等にも出展者の責任の下にこれを順守させるものとします。
法令もしくは規則等に従わない場合、また、主催者は、出展者が主
催者の指導もしくは申入れに従わない場合には、理由の如何に関
わらず、第３条に従い、出展契約を解除することができるものと
し、主催者は、これにより出展者に生ずる損害等に対し、一切の責
任を負わないものとします。

21運営への協力
出展者は、主催者、来場者および他の出展者それぞれの立場を理
解し、安全かつ快適な展示会運営に協力するものとします。

22その他
出展者は、本規定等に定めのない事項については、主催者に適切
に確認する義務があるものとし、主催者の回答または要請等に従
うものとします。

来場者と名刺交換が
成立すると、メッセージが
やり取りできます。

メイン画像、ロゴを登録して
自社をアピール！

出展する製品・サー
ビス情報を5点まで
画像・動画と一緒に
紹介できます。

そのほか、マイページでは来場者の属性データの
閲覧や名刺交換データが管理でき、リストを
CSV形式でダウンロードできます。

カタログなどの詳細資料
を掲載可能。
ダウンロードした来場者
の名刺情報が取得できる
ので、見込み顧客の獲得
に繋がります。

オンラインブースにて自社製品・サービスをPRできます。
名刺交換機能などを活用することで出店者と来場者との
スムーズな交流を実現します。

・名刺交換機能は、コメント入力やCSVファイルでの
ダウンロードができたので、その後の営業活動が
スムーズだった。
・オンライン機能に関するマニュアルが
あったので、利用方法が大変分かりや
すかった。

多くの来場者が
展示会場来場前の事前調べに
オンラインを活用しています

～時間と場所にとらわれない商談の機会～
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